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○宿日直手当に関する規則の運用について

（昭和２８年５月１８日岡人委第３８４号通知）

（沿革）

昭和２９年 ７月 １日第４１２号 昭和３３年 ４月 ４日第１５２号

昭和３７年１２月２１日第６７３号 昭和３８年１２月２４日第６７０号

昭和４０年 ４月 １日第 ４８号 昭和４１年 ４月 １日第 １号

昭和４２年１２月２６日第５９５号 昭和４４年 ４月 １日第 ５号

昭和４５年１２月２３日第４１８号 昭和４８年１０月１９日第３０７号

昭和４９年 ２月１９日第４４８号 昭和５２年１２月２７日第２４６号

昭和５６年 ３月２５日第２６０号 昭和５６年 ５月１８日第 ５４号

昭和５７年 ３月２４日第２９３号 昭和５９年 ３月３１日第２８６号

昭和６３年 ４月 １日第 １０号 平成 元年 ４月 １日第 ９号

平成 ４年 ７月 ７日第１００号 平成１１年 ４月 １日第 ６号

平成１２年 ３月３１日第２９８号 平成１３年 ９月２５日第１５３号

平成１４年 ４月 １日第 ５号 平成１５年 ４月 １日第 ９号

平成１８年 ７月１１日第 ７１号 平成１９年 ３月３０日第２１０号

平成２１年 ３月３１日第２０１号 平成２３年 ２月２２日第２０５号

平成２６年 ３月２０日第２５８号 改正

第２条関係

この条の第１号及び第２号の勤務には、国又は他の地方公共団体に派遣

された職員が、当該団体において行う同様の勤務を含むものとする。

第３条関係

１ この条の第１項の「勤務１回」とは、宿日直勤務の中途において、勤

務できない事情により交替した場合又は時間外勤務を命ぜられた場合に

あつては、宿日直勤務を行わなかつた勤務を除いた勤務をいう。

２ この条の第１項第２号の人事委員会の定めるものは、次の各号に掲げ

るとおりとする。

一 消防学校における宿日直勤務

二 青年の家における宿日直勤務

三 警察本部における宿日直勤務

四 警察学校における宿日直勤務（岡山県警察教養規程（平成６年岡山

県警察訓令第４号）に規定する学校教養を受けている者が行う宿日直

勤務を除く。）

五 警察署における宿日直勤務

六 小、中学校の寄宿舎における舎監の宿日直勤務
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七 県立特別支援学校及び高等学校の寄宿舎における宿日直勤務

八 県立高等学校における生徒の教育実習指導に伴う宿日直勤務

九 児童相談所及び成徳学校における宿日直勤務

十 食肉衛生検査所、食肉地方卸売市場及びダム管理事務所における宿

日直勤務

十一 県立特別支援学校における寄宿舎指導員の宿日直勤務


